
一般事業主行動計画 

                       リハケアウイング株式会社 

 

すべての従業員が仕事と家庭を両立できる働きやすい環境と女性が管理職として活躍

できる雇用の整備を行うことにより，一人ひとりがその能力を十分に発揮し，働き甲

斐と活気に溢れた職場を整備するため，次のとおり一般事業主行動計画を策定する。 

             記 

１ 計画期間 令和７年１１月２０日から令和１２年１１月１９日までの５年間 

２ 目標と取組内容・実施時期 

【目標１】 

管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合を１５％以上にする。 

（女性活躍推進法） 

＜取組内容＞ 令和７年１１月２０日から 

⑴ 男女公平な昇進基準となっているか検証し，必要に応じて基準の見直しの実施 

⑵ 管理職を対象としたダイバーシティや公正な人事評価に関する研修を実施 

⑶ 管理職登用後のフォロー体制の構築 

【目標２】 

出産・育児に関する特別休暇の取得率を１００％とし，育児休業の取得率は３０％と



する。 

（女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法） 

＜取組内容＞ 令和７年１１月２０日から 

⑴ 出産・育児に関する制度を周知するため，公社独自のパンフレットを作成 

⑵ 職員研修や管理職研修において制度の周知を図るとともに，職員又は職員の配偶者

が出産した場合は，当該職員に対してパンフレットをメールにて配信するなど対象者

の取得促進を図る。 

⑶ 所属長は，対象職員が特別休暇，育児休業を取得しやすい環境を整備するため，業

務分担の見直しや業務の効率化を図る。 

【目標３】 

職員が仕事と家庭の調和（ワークライフバランス）を実現できるように，超過勤務の

縮減を目指し，早帰りの環境を整備する。 

（次世代育成支援対策推進法） 

＜取組内容＞ 令和７年１１月２０日から 

⑴ 週に一回，ノー残業デーを設定，実施し，社内放送などで呼びかける。 

⑵ 年に二回，超過勤務縮減のための会議（１回目：年度初めに昨年度の超勤時間に対

する会議，２回目：年度途中（１０月頃）に上期の超勤時間に対する会議）を所属長

向けに開催し，働き方や業務の見直しを行う。 



⑶ 「超過勤務の縮減のための指針（令和２年１月１３日制定）」に基づき，管理監督

者・職員のそれぞれ取り組むべき事項を社内研修や定例会議を通じて，周知し，超過

勤務縮減の意識の涵養を図る。 

 


